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I.各種条件補正の（１）管路延長補正率について
管更生工法及び修繕工法の管路延長補正は、補正率（１）と補
正率（２）を乗じたものと考えてよいですか。

平成２８年度を適用しています。

主任技師を計上しています。

平成２９年度を適用しています。

I.各種条件補正の（２）設計協議について
中間打合せは主任技師を計上されていますか。

測量歩掛について
測量の機械経費等（機械経費、通信運搬費等、材料費）は平成
28年度を適用されていますか。それとも平成29年度を適用され
ていますか。

質問のとおり、補正率（１）と補正率（２）を乗じて算出しています。
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回　　　　答

技術者単価について
技術者単価は平成29年度単価を適用されていますか。
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